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情報公開制度の運営に関する重要事項について（諮問） 

 

 このことについて、別紙のとおり寒川町情報公開条例(平成 11 年寒川町条

例第 24 号)の一部改正を検討していることから、同条例第 24 条第 2 項の規定

により、意見を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

                                    （事務担当は、総務課行政管理担当） 

○写  


